
様式４ 

重要取組シート 

取組項目 区教育・健全育成の取組（北区） 

現状・課題 

〇 区役所と教育委員会事務局が連携し、学校教育を取り巻く環境の整備を推進し、

地域全体で子どもの成長を支え、区域の教育力の向上及び健全育成の充実を図る

ため、平成２７年４月、「北区教育・健全育成会議」及び「北区教育・健全育成相

談窓口」を設置した。 

〇 北区教育・健全育成会議からの提言に基づく効果的な事業の実施を図るととも

に、北区教育・健全育成相談窓口が有効活用されるよう保護者等へのさらなる周

知が必要。 

取組みの 

内  容 

○ 北区教育・健全育成会議 

毎月１回程度開催し、北区域の教育・健全育成に係る課題の解決及び施策事業

の推進に関して、市長・教育委員会双方からの依頼に基づき、調査・審議を行う。 

また、提言に基づき施策や事業等を検討し実施する（子どもの居場所づくり事

業や生活リズムづくりのアプリ運営など）。 

○ 北区教育・健全育成相談窓口 

  北区域における保護者や学校等からの子どもの教育や健全育成についての相談

に、元教員が関係機関や学校との連携を図りながら対応する。 

  また、北区広報やホームページ等において相談窓口の周知を図るとともに、地

域で子どもに関わる人たちを新たに相談対象者とし拡大を図る。 

○ 効果検証 

   市民人権局、教育委員会事務局とともに、当該事業についての効果検証を行い、

引き続き制度の効果的な運用方法等について検討を進める。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ 会議の開催、審議事項の調査・審議及び相談窓口の運営（～７月） 

□ 市長と委員代表との意見交換会（～７月） 

□ 提言に基づく施策・事業の実施 

□ 相談窓口における相談に関する集計・分析 

中期 

（～11月） 

□ 会議の開催、審議事項の調査・審議及び相談窓口の運営（～１１月） 

□ 北区選出議員との意見交換会の開催（～１１月） 

□ 調査審議の内容をとりまとめ、中間報告を行う。（９月） 

□ 中間報告に基づく施策・事業の検討、次年度予算要求への反映（１０月） 

□ 提言に基づく施策・事業の実施 

□ 相談窓口における相談に関する集計・分析 

後期 

（～3月） 

□ 会議の開催、審議事項の調査・審議及び調査審議の内容をとりまとめ、提言を

行う。（～２月） 

□ 提言に基づく施策・事業の実施 

□ 委員の任期満了に伴う改選準備（～３月） 

□ 相談窓口の運営（～３月） 

□ 次年度以降の審議事項の検討 

□ 会議・相談窓口の運用方法について検証を行い、効果的な運用方法について検

討を進める 

北区役所 企画総務課 
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３１年度 

以降 

□ 会議の開催、審議事項の調査・審議及び相談窓口の運営 

□ 保護者等からの子どもの教育や健全育成についての相談対応 

□ 提言等に基づく施策・事業の検討・実施。実施事業の効果検証 

□ 会議・相談窓口の効果的な運用方法について、引き続き、検討を進める 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□ 会議の開催、審議事項の調査・審議及び相談窓口の運営（～７月） 

□ 市長と委員代表との意見交換会（７月） 

□ 提言に基づく施策・事業の実施 

□ 相談窓口における相談に関する集計・分析 

中期 

（～11月） 

□ 会議の開催、審議事項の調査・審議及び相談窓口の運営（～１１月） 

□ 調査審議の内容をとりまとめ、中間報告を行う。（９月） 

□ 中間報告に基づく施策・事業の検討、次年度予算要求への反映（１０月） 

□ 提言に基づく施策・事業の実施 

□ 北区選出議員との意見交換会の開催（１０月） 

□ 子どもの居場所運営者との意見交換会の開催（１１月） 

□ 相談窓口における相談に関する集計・分析 

後期 

（～3月） 

□ 会議の開催、審議事項の調査・審議及び調査審議の内容をとりまとめ、提言を

行う。（～２月） 

□ 提言に基づく施策・事業の実施 

□ 委員の任期満了に伴う改選準備（～３月） 

□ 相談窓口の運営（～３月） 

□ 次年度以降の審議事項の検討 

□ 会議・相談窓口の運用方法について検証を行い、効果的な運用方法について検

討を進める 

 


